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み ら い 平 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー
supported by 成島建設では、毎月第１
土曜日にみらい平どんぐり公園で開催す
る「あさのいち」にフリーマーケットを
出店しています。
今回は、4 月 4 日㈯に出店を
希望する方を募集します。詳
しくはホームページをご覧く
ださい。
▶受付期間：3 月７日㈯～ 22 日㈰
問 みらい平コミュニティセンターsupported 
by 成島建設　☎ 0297 ‐ 38 ‐ 7240

「あさのいち」のフリー
マーケットに出店しませんか？

▶入居資格：下記のすべてに当てはまる方
〇現在住宅に困っている持ち家のない方
〇市内在住または在勤の方
〇同居する親族がいる方　※単身の場合
は、満 60 歳以上の方や身体障害者手帳（1
～ 4 級）などをお持ちの方
〇市町村民税を滞納していない方
〇収入基準に当てはまる方（同居する方全員）
〇暴力団員でない方（同居する方全員）
▶募集住宅：古川住宅 2 階 1 戸（古川
958 ‐ 3）3DK　
▶家賃：所得と家族構成から決定
▶入居可能日：４月中旬予定　※応相談
▶選考方法：所得の状況、住宅に困って
いる度合いなどを判断基準として選考
▶募集期限：３月 13 日㈮ 午後５時 15 分

（土・日を除く）
▶申請方法：申請書類に必要書類を添付
し、谷和原庁舎住まい開発政策課まで持
参または郵送（３月 13 日㈮消印有効）
してください。
詳しくは市ホームページをご
覧ください。
問 谷和原庁舎住まい開発政策課（内線 5406）

市営住宅の
入居者を募集します
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このスペースに広告を掲載しませんか？

発行部数は約22,500部です！

広告料
■半枠　10,000 円／月
□全枠　20,000 円／月

規格
■半枠　縦 45mm×横 89mm
□全枠　縦 45mm×横 182mm

広告データが無くても、
イメージをお伝えいただけ
ればこちらで作成します！
まずはお気軽に
お問い合わせください！問 伊奈庁舎秘書広報課（内線 1105,1106）

収入が無い方や遺族年金・障害年金を
受給している方も住民税申告をしてください
令和 7 年中の所得を申告しておらず、税
法上の扶養にも入っていない場合は、未
申告の扱いになります。世帯内に未申告
の方がいると、医療費の限度額および保
険税（料）が高くなる場合や、制度を利
用できなくなる場合があります。収入が
無い方や遺族年金・障害年金のみを受給
している方も、税法上の扶養に入ってい
ない場合は申告してください。
収入が無い方および遺族年金・障害年金
のみ受給している方は、お電話でも申告
を受け付ますのでお問い合わせください。
※遺族年金・障害年金以外の収入がある
場合、お電話での申告受付はできません。
問 伊奈庁舎国保年金課
国民健康保険について：（内線 4408）
後期高齢者医療制度について：（内線 4407）
医療福祉制度（マル福）について：（内線 4406）

国民健康保険、後期高齢者医療制度、
マル福をご利用の方がいる世帯の方へ

手続き・申請

小児マル福は、市内に住所があり各種健康
保険に加入している０～ 18 歳（18 歳に
達する日以後の最初の３月 31 日まで）の
方が対象で、健康保険を使用して受診した
場合の自己負担分を助成する制度です。
■外来受診時は
健康保険資格が確認できるもの・マル福
受給者証を窓口に提示して、マル福外来
自己負担金（医療機関ごとに１日最大
600 円、月最大２回）をお支払いください。
■調剤薬局では
健康保険資格が確認できるもの・マル福
受給者証を窓口に提示してください。自
己負担分は助成されるため、お支払いは
ありません。
■入院時は
健康保険資格が確認できるもの・マル福
受給者証を窓口に提示して、マル福入院
自己負担金（医療機関ごとに１日最大
300 円、月最大 3,000 円）をお支払いく
ださい。※中学生以上の方には、入院用
のマル福受給者証は自動郵送していませ
ん。事前に国保年金課へ申請するか、医
療機関でお支払い後に、返金手続きをし
てください。ただし、マル福受給者証の
有効期間欄に「外来のみ有効」と記載が
無い場合は、入院用としても使用できま
すので、申請は必要ありません。
■茨城県外の医療機関では
他県ではマル福受給者証は使用できません。
医療機関窓口に健康保険および限度額情報が
確認できるものを提示し、健康保険自己負担
分をお支払いください。その際は必ず領収書
を受領し、返金手続きをしてください。
■返金手続きについて
受診月の翌月以降に返金手続きをしてく

小児マル福は入院も外来も
18 歳まで対象です

ださい。
▶申請に必要なもの：医療機関の領収書、
マル福受給者証、健康保険資格が確認で
きるもの、振込先口座情報がわかるもの、
本人確認できる身分証明書、高額療養費
制度および付加給付金等の支給額が分か
る書類（社会保険の方で各制度に該当し
ている場合のみ）
▶申請場所：国保年金課（伊奈庁舎 1 階）、
市民窓口課（みらい平市民センター 1 階）

問 伊奈庁舎国保年金課（内線 4406）
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